
紀の国森づくり基金活用事業公募等実施要領

紀の国森づくり基金活用事業公募等実施要領を次のように定める。

第１ 趣旨
この要領は、和歌山県補助金等交付規則（昭和６２年和歌山県規則第２８号。以下「規

則」という。）、紀の国森づくり基金活用事業実施要綱（以下「実施要綱」という。）及
び紀の国森づくり基金活用事業（公募事業）補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）
に規定するもののほか、紀の国森づくり基金活用事業の実施に関し、必要な事項を定め
るものとする。

第２ 補助対象経費及び補助率
知事は、事業を適正に実施するため、交付要綱第４条に定める補助対象経費及び補助

率等を別表に掲げるとおりとし、積算単価に必要数量を乗じて得た額を上限として、補
助金額を決定するものとする。

第３ 事業の募集
(1) 応募資格

県内に事務所又は営業所を有する法人その他の団体（以下「団体等」という。）で、
次の要件のすべてに該当する団体等
ア 自ら企画した事業を県内で実施可能な団体であること。
イ 本事業の目的を十分に理解し、そのＰＲや普及啓発活動に積極的に取り組むこと
が期待できる団体等であること。

ウ 当該補助対象事業において、営利を追求しない団体等であること。
エ 政治団体又は宗教団体でないこと。
オ 暴力団及びその関係者でないこと。
カ 明朗な会計、経理を実施、報告できる団体であること。
キ 実施事業の公表に異議がないこと。
ク 実施事業で得た成果を特定の個人又は法人が独占するものでないこと。

(2) 応募方法等
募集する事業の応募方法等は、次のとおりとする。

ア 応募事業
交付要綱第２条に定める事業で、当該年度内に終了する事業であること。
ただし、次のいずれかに該当する事業は除くものとする。

(ｱ) 他の公金による補助・助成等を受けている、又は受ける見込みのあるもの
(ｲ) 個人、特定の事業者の利益のために行われるもの
(ｳ) 政治的又は宗教的宣伝を目的としていると認められるもの
(ｴ) 事業対象地、実施場所が県外におよぶもの
(ｵ) 事業に着手しているもの又は事業選定前に着手予定のもの
(ｶ) 参加者のうち県内在住者及び県内事業所等に勤務する者が過半数に満たないも
の

(ｷ) 森林整備（植栽、間伐、整理伐、下刈り）以外のハード事業（木工体験の作品
並びにベンチ等簡易なもの除く。）を含むもの

(ｸ) 森林・林業体験等を含まない木工体験のみのもの
(ｹ) 同一年度において、参加者、実施場所及び内容等を勘案し、同一事業と見なさ
れる事業が他にあるもの

(ｺ) その他「紀の国森づくり基金活用事業」としてふさわしくないと認められるも
の

イ 「森をつくる・まもる事業」の対象事業
「森をつくる・まもる」事業において、他の事業で実施可能と認められる場合は対
象外とする。なお、他の事業で実施可能と認められる場合とは、以下に該当する場
合とする。
(ｱ) 実施要綱第４条(1)の５条森林に該当する場合は、森林経営計画区域及び集約化



実施区域内の森林において実施する場合
(ｲ) 実施要綱第４条(1)の５条森林に編入できる森林、(2)及び(3)に該当する場合は、
申請団体が他の公金を用いて申請内容の同種同規模の森林整備が実施できる森林
において実施する場合（森林の管理者が公的機関の場合は、当該公的機関が実施
できる場合を含む）

ウ 提出書類
(ｱ) 紀の国森づくり基金公募等事業応募申請書（第１号様式）
(ｲ) 紀の国森づくり基金公募等事業年度計画書（第２号様式）
(ｳ) 収支予算書（第３号様式）
(ｴ) 団体等概要書（第４号様式）
(ｵ) 植栽に伴う管理計画書（第６号様式）
(ｶ) 活動内訳及び工程書（第７号様式）
(ｷ) 公募事業の実績及び新たな取組み方針計画書 （第１１号様式） ※過去に当
事業での実績がある場合のみ

(ｸ) 協定書の写し
(ｹ) 収支予算書に記載された金額の根拠となる見積書等
(ｺ) その他必要と認める参考資料

エ 募集期間
前号に規定する書類の提出の期間は、事業実施予定年度の前年度の１月４日から

１月３１日（その日が和歌山県の休日を定める条例（平成元年和歌山県条例第３９
号）第１条第１項に規定する県の休日の場合は、その前日とする。）までとする。
ただし、事業採択については、各年度の予算成立後に予算の範囲内で決定するも

のとする。
なお、県が必要があると認めた場合は、募集期間を別に定めるものとする。

オ 提出場所及び方法
最寄りの振興局林務課に持参、郵送又はeメール等で提出するものとする。
応募申請書を受理した県振興局は、事業実施場所を管轄する振興局（以下「事業

地管轄振興局」という。）に応募申請書を送付するものとする。
事業地管轄振興局長は、事業実施場所を管轄する市町村長に意見を聞くとともに

事業実施場所を調査し、応募申請書に意見を添えて県庁に提出するものとする。
カ 提出部数

１部（紙による場合は３部）を提出するものとする。
キ 調査への協力

応募内容についての確認を行うための県又は市町村が実施する調査については、
これに協力しなければならない。

第４ 事業選定
(1) 選定方法

採択事業の厳選かつ公平な選定を行うため、紀の国森づくり基金条例（平成１７年
和歌山県条例第１３９号）第５条の規定に基づいて設置する紀の国森づくり基金運営
委員会（以下「委員会」という。）において、次に掲げる事項を調査審議したうえ、
本事業に適した提案事業を知事が選定するものとする。
なお、県が必要と認める場合、委員会の場等において、応募者に内容の説明を求め

ることがある。
ア 整合性
イ 公益性
ウ 計画の実現性
エ 効果
オ 予算の内容

(2) 結果の通知
知事は、事業の選定を行ったときは、速やかにその結果を提案のあった団体等に通

知するものとする。
(3) 欠格事項

次のいずれかに該当する場合は、欠格となることがあるものとする。



ア 事業計画書等に虚偽の記載がある場合
イ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為があった場合
ウ その他この募集要領に違反した場合

第５ 公開
選定の公正性、透明性及び客観性を保つため、採択された事業計画書等及び選定結果

は、県のホームページ等で公開するものとする。

第６ 補助金の交付申請
提案事業が採択された団体等は、規則に基づき、速やかに補助金の交付申請をしなけ

ればならない。

第７ 事業の周知
事業主体は、事業の実施に当たって、パンフレット、標柱、木工品等やイベント会場

内等に、紀の国森づくり基金を活用した事業である旨を表示するものとする。また、事
前に報道機関等に情報提供を行ったり、ホームページを活用するなど、事業の周知に努
めるものとする。

第８ 事業の変更
(1)交付要綱第６条に規定する県の承認が必要な変更は、以下のとおりとする。
ア 紀の国森づくり基金活用事業（公募事業）補助金交付要綱第２条に定める事業
（「森とあそぶ・まなぶ」、「森をつくる・まもる」、「森をいかす」、「提起」）を追加
若しくは廃止する場合
イ 補助金交付決定額総額を増額もしくは３０％以上減額しようとする場合。但し増
額については、社会情勢の変化または委員会から付された条件を踏まえて検討された
ものに限る。
ウ 補助事業の費目を追加、廃止する場合
エ 補助事業の費目間における流用をしようとする場合で、そのいずれかの費目が３
０％以上増減する場合（１万円以下の増減となる費目を除く）

オ 森林体験学習等の実施場所の変更
カ 概算払いの時期、もしくは額の変更
キ その他実施内容（軽微なものを除く）を変更しようとする場合

(2) 変更の承認に際し、以下に該当する場合は、紀の国森づくり基金運営委員会の承認
を得なければならない。
ア (1)のア、イに該当する場合
イ 委員会の審議を必要すると県が判断した場合

(3) 森をつくる・まもる事業に係る場所の変更（軽微なのもを除く。）については、認
めない。ただし、研修及び体験学習を目的とするものを除く。

第９ 実績報告書の添付書類等
交付要綱第１０条の規定に基づく実績報告書に添付する用具器具管理書は、第５号様

式とする。また、県は、実績報告書に添付された写真、図表等を本事業の広報用に使用
することができるものとする。

第１０ 補助金の概算払
規則第１６条第２項の規定に基づき概算払により補助金の交付を受けようとする場合

は、交付申請書に概算払い理由書（第８号様式）を添付し、知事の承認を得なければな
らない。また、概算払いを請求する場合は、交付請求書（規則別記第３号様式）に、補
助金概算払説明書（第９号様式）及び誓約書（第１０号様式）を添付するものとする。

第１１ 適用事業
この要領は、令和４年度紀の国森づくり基金活用事業公募（募集期間：令和４年１月

４日～令和４年１月３１日）に係る事業から適用する。



別表

費 目 摘 要 単価 補助率 備 考

報償費 外部講師及び森林作業技術者等 実費 10/10 ・１時間当たり 5,000 円 /人、1 日当たり
への謝礼金等 以内 20,000円/人を上限とする。

旅費 講師旅費 実費 10/10 ・和歌山県内の旅費分とし実費弁償とする。

以内

需用費

消耗品 事業実施に直接必要な事務用品

や参考資料等の購入費 需用費と役務費の合計額は、50,000円を上限
とする。ただし、ボランティア活動、林業体

燃料 チェーンソーや刈払機等の燃料 験等の傷害保険料は対象外とする。

費等 実費 定額

補助申請額の3%に相当する額が 50,000
印刷製本 資料印刷代、写真現像代 円を超える場合は、補助申請額の3%に

相当する額を上限とする。

用具器具 鋸、鉈、鎌、鍬、金槌等 ・自家用車の燃料費は対象外とする。

・他の用途による使用との区別が困難な電話

役務費 資材の郵送等に係る通信運搬費 代等は対象外とする。

及びボランティア活動、林業体 実費 定額

験等の傷害保険料等

使用料及び 車両、会場、機材等の借り上げ 実費 10/10 バス代に係る経費は1日1台当たり 111,100
賃借料 料等 以内 円を上限とする。

資材費 苗木代、支柱代、肥料代、防護 実費 10/10 ・植林を実施する場合は、自生樹種の占める

ネット代、種菌代等 以内 割合を80%以上とすること。

・苗木については、記念植樹用は１本当たり

10,200円を上限とし、それ以外は、１本当た
り 2,040円を上限とする。
・植樹本数は、市町村森林整備計画の植樹本

数の上限までを補助対象とする。

原材料費 木工教室、木製看板作成のため 実費 10/10
の木材費等 以内

委託費 実費 1 0 / 1 0 ・委託は事業の一部に限る。

以内 ・補助の上限額は以下のとおりとする。

①地拵 1,375,200円/ha
②植穴堀付・苗木運搬等 13,800円/100本
③下刈 274,900円/ha
④獣害防止ネット 1,500円/m

その他 上記以外の経費で、特に必要と ・事業計画の特殊性、先進性等を勘案して決

認められる経費（別途協議） 定する。

・全費目について諸経費は対象外とする。

（注）１ 補助対象額の限度等

上記備考欄で定めている上限額については、消費税及び地方消費税の額を含む価格とする。

上記備考欄で定めているもの以外については、適切な見積書を複数徴収したうえで、最低の価格とする。

２ 経費の削減

経費の算定に当たり、経済性や県内業者優先等を考慮するとともに、森林・林業体験学習を開催する事業で、

参加者を募集する場合（学校単位の参加は除外。）は、その参加者から一部参加料を徴収（申請団体の自己負担

でも可。）するなど経費の節減に努めることとする。なお、補助対象経費に係る参加料等に該当する部分は当

該経費から控除するものとする。


